
○ 指定居宅サービス事業者 （平成９年 法律第１ ２ ３号） （抜粋） 

最終改正：平成二八年五月二〇日法律第四七号 

 

（最終改正までの未施行法令） 

平成二十四年八月二十二日法律第六十二号  （未施行） 

平成二十六年六月二十五日法律第八十三号  （一部未施行） 

平成二十七年五月二十九日法律第三十一号  （未施行） 

（指定居宅サービス事業者の指定）  

第七十条  第四十一条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を

行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う

事業所（以下この節において単に「事業所」という。）ごとに行う。  

２  都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号（病院等により行われる居宅療養管理

指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号の二及び

第十二号を除く。）のいずれかに該当するときは、第四十一条第一項本文の指定をしてはならない。  

一  申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。  

二  当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十四条第一項の都道府県の条

例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていないとき。  

三  申請者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に

従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。  

四  申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

であるとき。  

五  申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定に

より罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。  

五の二  申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。  

五の三  申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律 （昭和四十四年法律第

八十四号）の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金（地方税法 の規定による国民
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健康保険税を含む。以下この号、第七十八条の二第四項第五号の三、第七十九条第二項第四号の三、

第九十四条第三項第五号の三、第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号

の三、第百十五条の二十二第二項第四号の三及び第二百三条第二項において「保険料等」という。）に

ついて、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分

を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した

保険料等の全て（当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律

によって納付義務を負う保険料等に限る。第七十八条の二第四項第五号の三、第七十九条第二項第四

号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二

項第五号の三及び第百十五条の二十二第二項第四号の三において同じ。）を引き続き滞納している者で

あるとき。  

六  申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第七十七条第一項又は第百十

五条の三十五第六項の規定により指定（特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、そ

の取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合において

は、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該

法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他

いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ

らに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五節及び第二百三条第二項

において同じ。）又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人（以下「役員等」という。）で

あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法

人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であ

った者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取

消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実

及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備につ

いての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を

考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるも

のとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。  

六の二  申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第七十七条第一項又は第

百十五条の三十五第六項の規定により指定（特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。）を取り消さ
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れ、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合に

おいては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内

に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定

を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当

該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。

ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分

の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管

理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有し

ていた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当で

あると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。  

六の三  申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下この号において同じ。）の株式の所有

その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関

係にある者として厚生労働省令で定めるもの（以下この号において「申請者の親会社等」という。）、申請

者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重

要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他

の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として

厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。

以下この章において同じ。）が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を

取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指

定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事

実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組

の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、

この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚

生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。  

七  申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に

係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを

決定する日までの間に第七十五条第二項 の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止

について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。  
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七の二  申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査

の結果に基づき第七十七条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定を

することが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検

査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第

七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある

者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。  

八  第七号に規定する期間内に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合におい

て、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の

理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相

当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

であるとき。  

九  申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であ

るとき。  

十  申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第

四号から第六号まで又は第七号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。  

十の二  申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうち

に第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者のある

ものであるとき。  

十一  申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管

理者が第四号から第六号まで又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。  

十二  申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管

理者が第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者で

あるとき。  

３  都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの

とする。  

４  都道府県知事は、介護専用型特定施設入居者生活介護（介護専用型特定施設に入居している要介護

者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）につき第一項の申請があった場合に

おいて、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条第二項の規定により当該都道府県が



定める区域とする。）における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型

特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定

める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護

の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に

達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他

の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一

条第一項本文の指定をしないことができる。  

５  都道府県知事は、混合型特定施設入居者生活介護（介護専用型特定施設以外の特定施設に入居し

ている要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）につき第一項の申請が

あった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条第二項の規定により当

該都道府県が定める区域とする。）における混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員（厚生労

働省令で定めるところにより算定した定員をいう。）の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が

定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の混合型特定施設入居者生活介護の

必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることに

なると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがある

と認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をしないことができる。  

６  都道府県知事は、第四十一条第一項本文の指定（特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令

で定める居宅サービスに係るものに限る。）をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で

定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村

介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。  

７  市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等（認

知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多

機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）の事業を行う

者の当該指定に係る当該事業を行う事業所（以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

等事業所」という。）が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合であって、次

の各号のいずれかに該当すると認めるときは、都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生

労働省令で定める居宅サービス（当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。）に係る第四



十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村

介護保険事業計画（第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項におい

て同じ。）において定める当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地

を含む区域（第百十七条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この項にお

いて「日常生活圏域」という。）における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため

必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければ

ならない。  

一  当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービス（この項の規定により協議を行うものとされ

たものに限る。以下この号及び次項において同じ。）の種類ごとの量が、当該市町村が定める市町村介

護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該居宅サービスの種類

ごとの見込量に既に達しているか、又は第一項の申請に係る事業者の指定によってこれを超えることに

なるとき。  

二  その他当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。  

８  都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の管轄する区

域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき第一項の申請があった場合において、厚生労働省令で

定める基準に従って、第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当

たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条

件を付することができる。  

（指定の更新）  

第七十条の二  第四十一条第一項本文の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経

過によって、その効力を失う。  

２  前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「指定の有効期間」とい

う。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満

了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。  

３  前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間

の満了の日の翌日から起算するものとする。  

４  前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。  

（指定の変更）  



第七十条の三  第四十一条第一項本文の指定を受けて特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、同

項本文の指定に係る特定施設入居者生活介護の利用定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生

労働省令で定めるところにより、当該特定施設入居者生活介護に係る同項本文の指定の変更を申請す

ることができる。  

２  第七十条第四項から第六項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。

この場合において、同条第四項及び第五項中「指定をしない」とあるのは、「指定の変更を拒む」と読み替

えるものとする。  

（指定居宅サービス事業者の特例）  

第七十一条  病院等について、健康保険法第六十三条第三項第一号 の規定による保険医療機関又は

保険薬局の指定があったとき（同法第六十九条 の規定により同号 の指定があったものとみなされたと

きを含む。）は、その指定の時に、当該病院等の開設者について、当該病院等により行われる居宅サー

ビス（病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービス

に限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。）に係る第四十一条第一項本文の指定があったもの

とみなす。ただし、当該病院等の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき、

又はその指定の時前に第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により第四十一

条第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。  

２  前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第四十一条第一項本文の指定は、

当該指定に係る病院等について、健康保険法第八十条 の規定による保険医療機関又は保険薬局の指

定の取消しがあったときは、その効力を失う。  

第七十二条  介護老人保健施設について、第九十四条第一項の許可があったときは、その許可の時に、

当該介護老人保健施設の開設者について、当該介護老人保健施設により行われる居宅サービス（短期

入所療養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類に限る。）に係る第四十一条第一項本

文の指定があったものとみなす。ただし、当該介護老人保健施設の開設者が、厚生労働省令で定めると

ころにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。  

２  前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第四十一条第一項本文の指定は、

当該指定に係る介護老人保健施設について、第九十四条の二第一項の規定により許可の効力が失わ

れたとき又は第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により許可の取消しがあった

ときは、その効力を失う。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%91%e5%88%ea%88%ea%96%40%8e%b5%81%5a&REF_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006300000000003000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006300000000003000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006300000000003000000001000000000
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http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%91%e5%88%ea%88%ea%96%40%8e%b5%81%5a&REF_NAME=%93%af%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006300000000003000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006300000000003000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006300000000003000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%91%e5%88%ea%88%ea%96%40%8e%b5%81%5a&REF_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40%91%e6%94%aa%8f%5c%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008000000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008000000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008000000000000000000000000000000


（指定居宅サービスの事業の基準）  

第七十三条  指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び

運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するととも

に、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指

定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。  

２  指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証

に、第二十七条第七項第二号（第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含

む。）若しくは第三十二条第六項第二号（第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用

する場合を含む。）に掲げる意見又は第三十条第一項後段若しくは第三十三条の三第一項後段に規定

する意見（以下「認定審査会意見」という。）が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、

当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。  

第七十四条  指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準

に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならな

い。  

２  前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の

条例で定める。  

３  都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚

生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定め

る基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するも

のとする。  

一  指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数  

二  指定居宅サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積  

三  指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、

適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるも

の  

四  指定居宅サービスの事業に係る利用定員  

４  厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準（指定居宅サービスの取扱いに関する

部分に限る。）を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。  



５  指定居宅サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当

該届出の日前一月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の

日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要

な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業

者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。  

６  指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命

令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。  


